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憲法第１３条 すべて国民は、個人として尊重される
憲法第２５条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する
社会福祉法第３条 個人の尊厳の保持、自立した日常生活を営むことができるように支援する
生活保護法第１条 最低限度の生活を保障する、自立を助長する
生活保護法第３８条第２項 救護施設は、（中略）生活扶助を行うことを目的とする施設とする
※生活扶助 健康で文化的な生活水準を維持することができるもの。ナショナルミニマム

Ⅰ 人間の尊厳
Ⅱ 人権
Ⅲ 社会正義
Ⅳ 集団的責任
Ⅴ 多様性の尊重
Ⅵ 全人的存在

リファー

スーパービジョンはスーパーバイジーに焦点を当てる
ＳＶの３機能（管理的、教育的、支持的）
ＳＶのプロセス ①準備段階、②開始段階、③展開段階、④終結段階
ＳＶの形態 ケースワークモデル、グループＳＶ、ピアＳＶ

【アプローチの例】
①エコロジカル・アプローチ 対象者とその環境に働きかける手法（エコマップ）
②エンパワメント・アプローチ 対象者が自己信頼感を得て、人、組織、社会への「パワー」を取り戻す手法
③システム・アプローチ 個人、家族、社会などの「システム」の特性や力を活用して問題を解決する手法（家
族療法など）
④ナラティブ・アプローチ 対象者が語る人生の物語（ナラティブ）に焦点を当て、心理的治療を行う手法
（ドミナントストーリー→オルタナティブストーリー）
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